
手形に代わる
新しい決済手段

5月から新しい決済手段として「でんさい（電子債権）」が始まります（予

定）。
手形と異なり、印紙が不要だったり、必要な分だけ分割して譲渡したり割

引したりできる便利な方法です。
サービス開始前に、ちょっと「でんさい」のことを知っておきませんか？

・日 時 平成24年2月9日(木) 午後2時
・会 場 伊達経済センター3階大会議室
・受講料 無料
・講 師 市内金融機関担当職員
・主 催 伊達商工会議所
・共 催 伊達金融協会、洞爺湖町商工会、

豊浦町商工会、壮瞥町商工会

お問い合わせ：伊達商工会議所 ２３－２２２２ 担当：片桐

出席者名

事業所名

でんさいセミナー参加申込書
FAX ２３－７１１５（番号をお間違えないようご注意ください。）

切り取らずにこのまま送信してください。


